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学校図書館法

昭和２８年８月８日法律第１８５号制定

平成２７年６月２４日法律第４６号改正

平成２８年４月１日施行

（この法律の目的）

第１条

この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかん

がみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

（定義）

第２条

この法律において「学校図書館」とは、小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学

部を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部

を含む。）及び高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）（以下「学校」

という。）において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料（以下「図書館資料」と

いう。）を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、

学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として

設けられる学校の設備をいう。

（設置義務）

第３条

学校には、学校図書館を設けなければならない。

（学校図書館の運営）

第４条

学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利

用に供するものとする。

１図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

２図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

３読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

４図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

５他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公館等と緊密に連絡し、及び協すること。

２学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることがで

きる。

（司書教諭）

第５条

学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

２前項の司書教諭は、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導

教諭又は教諭（以下この項において「主幹教諭等」という。）をもつて充てる。この場合において、当

該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

３前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

４前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事

項は、文部科学省令で定める。

87



（学校司書）

第６条

学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒

及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員

（次項において「学校司書」という。）を置くよう努めなければならない。

２国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。

（設置者の任務）

第７条

学校の設置者は、この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館を整備し、

及び充実を図ることに努めなければならない。

（国の任務）

第８条

国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の

各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。

１学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。

２学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。

３前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。

附則抄

（施行期日）

１ この法律は、昭和年29 ４月１日から施行する。

（司書教諭の設置の特例）

２学校には、平成年15 ３月日31 までの間（政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間）、
第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

附則（昭和年33 ５月６日法律第 号136 ） 抄
１ この法律は、公布の日から施行し、昭和年33 ４月１日から適用する。

附則（昭和年41 ６月日法律第号30 98 ） 抄
（施行期日）

１ この法律は、昭和年41 ７月１日から施行する。

附則（平成９年６月日法律第号11 76 ）
この法律は、公布の日から施行する。

附則（平成年10 ６月日法律第 号12 101 ） 抄
（施行期日）

第１条この法律は、平成年11 ４月１日から施行する。
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附則（平成年月日法律第 号11 12 22 160 ） 抄
（施行期日）

第１条この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成年13 １月６日から施行する。ただし、次の各
号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

１第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の

改正規定に係る部分に限る。）、第 条1305 、第 条1306 、第 条第1324 ２項、第 条第1326 ２項及び第1344
条の規定公布の日

附則（平成年15 ７月日法律第一一七号16 ） 抄

（施行期日）

第１条この法律は、平成年月日16 4 1 から施行する。

（その他の経過措置の政令への委任）

第８条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

附則（平成年18 ６月日法律第号21 80 ） 抄
（施行期日）

第条1  この法律は、平成年19 ４月１日から施行する。

附則（平成年19 ６月日法律第号27 96 ） 抄
（施行期日）

第１条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

１第２条から第条14 まで及び附則第条50 の規定平成年 24 ４月１日

附則（平成年26 ６月日法律第号27 93 ）
（施行期日）

１ この法律は、平成年27 ４月１日から施行する。

（検討）

２国は、学校司書（この法律による改正後の学校図書館法（以下この項において「新法」という。）第

六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。）の職務の内容が専門的知識及び技

能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学

校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとする。

附則（平成年27 ６月日法律第号24 46 ） 抄
（施行期日）

第１条この法律は、平成年28 ４月１日から施行する。
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「 学校図書館ガイドライン」

学校図書館をめぐ る現状と課題を踏まえ，さらなる学校図書館の整備充実を図るため，教育委員会や学校等にと っ て参

考となるよう ，学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を示す， 「 学校図書館ガイドライン」 を

定める。同ガイドラインは以下の構成とする。

（ ）1 学校図書館の目的・ 機能
（ ）2 学校図書館の運営
（ ）3 学校図書館の利活用
（ ）4 学校図書館に携わる教職員等
（ ）5 学校図書館における図書館資料
（ ）6 学校図書館の施設
（ ）7 学校図書館の評価

（ 1） 学校図書館の目的・ 機能
学校図書館は，学校図書館法に規定されているよう に，学校教育において欠く こと のできない基礎的な設備であり ，図

書館資料を収集・ 整理・ 保存し，児童生徒及び教職員の利用に供すること によっ て，学校の教育課程の展開に寄与する

と と もに児童生徒の健全な教養を育成すること を目的と している。

○  学校図書館は，児童生徒の読書活動や児童生徒への読書指導の場である「 読書センター」 と しての機能と ，児童生
徒の学習活動を支援したり ，授業の内容を豊かにしてその理解を深めたり する「 学習センター」 と しての機能と と も

に，児童生徒や教職員の情報ニーズに対応したり ，児童生徒の情報の収集・ 選択・ 活用能力を育成したり する「 情報

センター」 と しての機能を有している。

（ 2） 学校図書館の運営
○  校長は，学校図書館の館長と しての役割も担っ ており ，校長のリ ーダーシッ プの下，学校経営方針の具現化に向け
て，学校は学校種，規模，児童生徒や域の特性なども踏まえ，学校図書館全体計画を策定すると と もに，同計画等に基

づき，教職員の連携の下，計画的・ 組織的に学校図書館の運営がなされるよう 努めること が望ましい。例えば，教育委

員会が校長を学校図書館の館長と して指名すること も有効である。

○  学校は，必要に応じて，学校図書館に関する校内組織等を設けて，学校図書館の円滑な運営を図るよう 努めること
が望ましい。図書委員等の児童生徒が学校図書館の運営に主体的に関わること も有効である。

○  学校図書館は，可能な限り児童生徒や教職員が最大限自由に利活用できるよう ，また，一時的に学級になじめない
子供の居場所と なり う ること等も踏まえ，児童生徒の登校時から下校時までの開館に努めること が望ましい。また，

登校日等の土曜日や長期休業日等にも学校図書館を開館し，児童生徒に読書や学習の場を提供すること も有効であ

る。

○  学校図書館は，学校図書館便りや学校のホームページ等を通じて，児童生徒，教職員や家庭，地域など学校内外に
対して，学校図書館の広報活動に取り組むよう 努めること が望ましい。

○  学校図書館は，他の学校の学校図書館，公共図書館，博物館，公民館，地域社会等と密接に連携を図り ，協力する
よう 努めること が望ましい。また，学校図書館支援センターが設置されている場合には同センターと も密接に連携を

図り ，支援を受けること が有効である。

（ 3） 学校図書館の利活用
○  学校図書館は，児童生徒の興味・ 関心等に応じて，自発的・ 主体的に読書や学習を行う 場であると と もに，読書等
を介して創造的な活動を行う 場である。このため，学校図書館は児童生徒が落ち着いて読書を行う こと ができる，安

らぎのある環境や知的好奇心を醸成する開かれた学びの場と しての環境を整えるよう 努めること が望ましい。

○  学校図書館は，児童生徒の学校内外での読書活動や学習活動，教職員の教育活動等を支援するため，図書等の館
内・ 館外貸出しなど資料の提供を積極的に行う よう 努めること が望ましい。また，学校図書館に所蔵していない必要

な資料がある場合には，公共図書館や他の学校の学校図書館との相互貸借を行う よう 努めること が望ましい。

○  学校は，学習指導要領等を踏まえ，各教科等において，学校図書館の機能を計画的に利活用し，児童生徒の主体
的・ 意欲的な学習活動や読書活動を充実するよう 努めること が望ましい。その際，各教科等を横断的に捉え，学校図

書館の利活用を基にした情報活用能力を学校全体と して計画的かつ体系的に指導するよう 努めること が望ましい。

○  学校は，教育課程との関連を踏まえた学校図書館の利用指導・ 読書指導・ 情報活用に関する各種指導計画等に基づ
き，計画的・ 継続的に学校図書館の利活用が図られるよう 努めること が望ましい。

○  学校図書館は，教員の授業づく り や教材準備に関する支援や資料相談への対応など教員の教育活動への支援を行う
よう 努めること が望ましい。

（ 4） 学校図書館に携わる教職員等
○  学校図書館の運営に関わる主な教職員には，校長等の管理職，司書教諭や一般の教員（ 教諭等） ，学校司書等がお
り ，学校図書館がその機能を十分に発揮できるよう ，各者がそれぞれの立場で求められている役割を果たした上で，

互いに連携・ 協力し，組織的に取り組むよう 努めること が望ましい。

○  校長は，学校教育における学校図書館の積極的な利活用に関して学校経営方針・ 計画に盛り込み，その方針を教職
員に対し明示するなど，学校図書館の運営・ 活用・ 評価に関してリ ーダーシッ プを強く 発揮するよう 努めること が望

ましい。
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○  教員は，日 の々授業等も含め，児童生徒の読書活動や学習活動等において学校図書館を積極的に活用して教育活動

を充実するよう 努めること が望ましい。

○  学校図書館がその機能を十分に発揮するためには，司書教諭と学校司書※ 1が，それぞれに求められる役割・ 職務に
基づき，連携・ 協力を特に密にしつつ，協働して学校図書館の運営に当たるよう 努めること が望ましい。具体的な職

務分担については，各学校におけるそれぞれの配置状況等の実情や学校全体の校務のバランス等を考慮して柔軟に対

応するよう 努めること が望ましい。

○  司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつかさどり ，学校図書館の運営に関する総括，学校経営方針・ 計画等に基
づいた学校図書館を活用した教育活動の企画・ 実施，年間読書指導計画・ 年間情報活用指導計画の立案，学校図書館

に関する業務の連絡調整等に従事するよう 努めること が望ましい。また，司書教諭は，学校図書館を活用した授業を

実践すると と もに，学校図書館を活用した授業における教育指導法や情報活用能力の育成等について積極的に他の教

員に助言するよう 努めること が望ましい。

○  学校司書は，学校図書館を運営していく ために必要な専門的・ 技術的職務に従事すると と もに，学校図書館を活用
した授業やその他の教育活動を司書教諭や教員と と もに進めるよう 努めること が望ましい。具体的には， 1 児童生徒
や教員に対する「 間接的支援」 に関する職務， 2 児童生徒や教員に対する「 直接的支援」 に関する職務， 3 教育目標
を達成するための「 教育指導への支援」 に関する職務という つの3 観点に分けられる。

○  また，学校司書がその役割を果たすと と もに，学校図書館の利活用が教育課程の展開に寄与するかたちで進むよう
にするためには，学校教職員の一員と して，学校司書が職員会議や校内研修等に参加するなど，学校の教育活動全体

の状況も把握した上で職務に当たること も有効である。

○  また，学校や地域の状況も踏まえ，学校司書の配置を進めつつ，地域のボランティ アの方 の々協力を得て，学校図

書館の運営を行っ ていく こと も有効である。特に特別支援学校の学校図書館においては，ボランティ アの協力は重要

な役割を果たしている。

（ 5） 学校図書館における図書館資料
1 図書館資料の種類

○  学校図書館の図書館資料には，図書資料のほか，雑誌，新聞，視聴覚資料（ ＣＤ，ＤＶＤ等） ，電子資料（ Ｃ Ｄ -
ＲＯＭ，ネッ トワーク情報資源（ ネッ トワークを介して得られる情報コンテンツ） 等） ， フ ァ イル資料，パンフレッ

ト，自校独自の資料，模型等の図書以外の資料が含まれる。

○  学校は，学校図書館が「 読書センター」 ， 「 学習センター」 ， 「 情報センター」 と しての機能を発揮できるよう ，
学校図書館資料について，児童生徒の発達段階等を踏まえ，教育課程の展開に寄与すると と もに，児童生徒の健全な

教養の育成に資する資料構成と十分な資料規模を備えるよう 努めること が望ましい。

○  選挙権年齢の引下げ等に伴い，児童生徒が現実社会の諸課題について多面的・ 多角的に考察し，公正に判断する力
等を身につけること が一層重要になっ ており ，このよう な観点から，児童生徒の発達段階に応じて，新聞を教育に活

用するために新聞の複数紙配備に努めること が望ましい。

○  小学校英語を含め，と り わけ外国語教育においては特に音声等の教材に，理科等の他の教科においては動画等の教
材に学習上の効果が見込まれること から，教育課程の展開に寄与するデジタル教材を図書館資料と して充実するよう

努めること が望ましい。

○  発達障害を含む障害のある児童生徒や日本語能力に応じた支援を必要とする児童生徒の自立や社会参画に向けた主
体的な取組を支援する観点から，児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた様 な々形態の図書館資料を充実するよう

努めること が望ましい。例えば，点字図書，音声図書，拡大文字図書，Ｌ Ｌ ブッ ク， マルチメディ アデイジー図書，

外国語による図書，読書補助具，拡大読書器，電子図書等の整備※ 2も有効である。

2 図書館資料の選定・ 提供
○  学校は，特色ある学校図書館づく り を推進すると と もに，図書館資料の選定が適切に行われるよう ，各学校におい
て，明文化された選定の基準を定めると と もに，基準に沿った選定を組織的・ 計画的に行う よう 努めること が望まし

い。

○  図書館資料の選定等は学校の教育活動の一部と して行われるものであり ，基準に沿っ た図書選定を行う ための校内
組織を整備し，学校組織と して選定等を行う よう 努めること が望ましい。

○  学校は，図書館資料について，教育課程の展開に寄与すると いう 観点から，文学（ 読み物） やマンガに過度に偏る
こと なく ，自然科学や社会科学等の分野の図書館資料の割合を高めるなど，児童生徒及び教職員のニーズに応じた偏

り のない調和のとれた蔵書構成と なるよう 選定に努めること が望ましい。

○  学校図書館は，必要に応じて，公共図書館や他の学校の学校図書館との相互貸借を行う と と もに，インターネッ ト
等も活用して資料を収集・ 提供すること も有効である。

3 図書館資料の整理・ 配架
○  学校は，図書館資料について，児童生徒及び教職員がこれを有効に利活用できるよう に原則と して日本十進分類法
（ ＮＤＣ） により整理し，開架式により ，配架するよう 努めること が望ましい。

○  図書館資料を整理し，利用者の利便性を高めるために，目録を整備し，蔵書のデータベース化を図り ，貸出し・ 返
却手続及び統計作業等を迅速に行えるよう 努めること が望ましい。また，地域内の学校図書館において同一の蔵書管

理システムを導入し，ネッ トワーク化を図ること も有効である。

○  館内の配架地図や館内のサイン，書架の見出しを設置するなど，児童生徒が自ら資料を探すこと ができるよう に配
慮・ 工夫すること や，季節や学習内容に応じた掲示・ 展示やコーナーの設置などにより ，児童生徒の読書意欲の喚

起，調べ学習や探究的な学習に資するよう に配慮・ 工夫するよう 努めること が望ましい。また，学校図書館に，模型

や実物，児童生徒の作品等の学習成果物を掲示・ 展示すること も有効である。
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○  学校図書館の充実が基本であるが，児童生徒が気軽に利活用できるよう ，図書館資料の一部を学級文庫等に分散配
架すること も有効である。なお，分散配架した図書も学校図書館の図書館資料に含まれるものであり ，学校図書館運

営の一環と して管理するよう 努めること が望ましい。

4 図書館資料の廃棄・ 更新
○  学校図書館には，刊行後時間の経過と と もに誤っ た情報を記載していること が明白になっ た図書や，汚損や破損に
より修理が不可能となり利用できなく なっ た図書等が配架されている例もあるが，学校は，児童生徒にと っ て正しい

情報や図書館資料に触れる環境整備の観点や読書衛生の観点から適切な廃棄・ 更新に努めること が望ましい。

○  図書館資料の廃棄と更新が適切に行われるよう ，各学校等において，明文化された廃棄の基準を定めると と もに，
基準に沿っ た廃棄・ 更新を組織的・ 計画的に行う よう 努めること が望ましい。

○  廃棄と更新を進めるに当たっ て，貴重な資料が失われないよう にするために，自校に関する資料や郷土資料など学
校図書館での利用・ 保存が困難な貴重な資料については，公共図書館等に移管すること も考えられる。

（ 6） 学校図書館の施設
○  文部科学省では，学校施設について，学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために，計画及び設計にお
ける留意事項を学校種ごと に「 学校施設整備指針※ 3」 と して示している。この学校施設整備指針において，学校図書
館の施設についても記述されており ，学校図書館の施設については，学校施設整備指針に留意して整備・ 改善してい

く よう 努めること が望ましい。

○  また， これからの学校図書館には，主体的・ 対話的で深い学び（ アクティ ブ・ ラーニングの視点からの学び） を効
果的に進める基盤と しての役割も期待されており例えば，児童生徒がグループ別の調べ学習等において，課題の発

見・ 解決に向けて必要な資料・ 情報の活用を通じた学習活動等を行う こと ができるよう ，学校図書館の施設を整備・

改善していく よう 努めること が望ましい。

（ 7） 学校図書館の評価
○  学校図書館の運営の改善のため， PDCA サイクルの中で校長は学校図書館の館長と して，学校図書館の評価を学校
評価の一環と して組織的に行い，評価結果に基づき，運営の改善を図るよう 努めること が望ましい。

○  評価に当たっ ては，学校関係者評価の一環と して外部の視点を取り入れると と もに，評価結果や評価結果を踏まえ
た改善の方向性等の公表に努めること が望ましい。また，コミ ュ ニティ ・ スクールにおいては，評価に当たっ て学校

運営協議会を活用すること も考えられる。

○  評価は，図書館資料の状況（ 蔵書冊数，蔵書構成，更新状況等） ，学校図書館の利活用の状況（ 授業で の活用状

況，開館状況等） ，児童生徒の状況（ 利用状況，貸出冊数，読書に対する関心・ 意欲・ 態度，学力の状況等） 等につ

いて行う よう 努めること が望ましい。評価に当たっ ては，アウトプッ ト（ 学校目線の成果） ・ アウトカム（ 児童生徒

目線の成果） の観点※ 4から行う こと が望ましいが，それらを支える学校図書館のインプッ ト（ 施設・ 設備，予算，人
員等） の観点にも十分配慮するよう 努めること が望ましい。

※ 1 司書教諭と学校司書の職務や役割分担については、文部科学省調査研究協力者会議の「 これからの学校図書館担
当職員に求められる役割・ 職務及びその資質能力の向上方策等について」 （ 報告） 平成 年26 ３月を参照。

※ 2 著作権法（ 昭和４５年法律第４８号） 第３７条第３項においては、一定の要件の下、障害のある者が利用するた
めに必要な限度・ 方式により 、公表された著作物の複製ができること と されている。当該規定の範囲内で、障害のあ

る児童生徒のために、学校図書館等は、公表されている著作物をテキストスピーチ機能を備えた端末等により音読可

能なデータに変換すること が可能である。

※ 3「 小学校施設整備指針（ 平成 年28 ３月版） 」 （ 抜粋）
第１章 総則

第２節 学校施設整備の課題への対応

第１ 子供たちの主体的な活動を支援する施設整備

２ 情報環境の充実

児童(1) の主体的な活動及び自らの意志で学ぶこと を支え、高度情報通信ネッ トワーク社会において生きる力を育て

る教育環境の整備や、校務情報化の推進に資するため、校内の情報ネッ トワークの整備やコンピュータ、プロジェ

クタ等の情報機器の導入への対応について、積極的に計画すること が重要である。

第２ 安全でゆと り と 潤いのある施設整備

５ 施設のバリ アフリ ー対応

障害(1) のある児童、教職員等が安全かつ円滑に学校生活を送ること ができるよう に、障害の状態や特性、ニーズに

応じた計画とすること が重要である。その際、スロープ、手すり 、便所、出入口、エレベーター等の計画に配慮す

ること が重要である。

第３章 平面計画

第２ 学習関係諸室

８ 図書室

利用(1) する集団の規模等に対して十分な広さの空間を確保すると と もに、各教科における学習活動等において効果

的に活用すること ができるよう 普通教室等からの利用のしやすさを考慮しつつ、児童の活動範囲の中心的な位置に

計画すること が重要である。

図書(2) 、 コンピュータ、視聴覚教育メディ アその他学習に必要な教材等を配備した学習・ メディ アセンターと して

計画すること も有効である。
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学習(3) ・ 研究成果の展示のできる空間を計画すること も有効である。

第４章 各室計画

第２ 学習関係諸室

１５ 図書室

多様(1) な学習活動に対応すること ができるよう 面積、形状等を計画すること が重要である。

(2) １学級相当以上の机及び椅子を配置し、かつ、児童数等に応じた図書室用の家具等を利用しやすいよう 配列する
こと のできる面積、形状等と すること が重要である。

児童(3) の様 な々学習を支援する学習センター的な機能、必要な情報を収集・ 選択・ 活用し、その能力を育成する情

報セター的な機能、学校における心のオアシスと なり 、日 の々生活の中で児童がく つろぎ、自発的に読書を楽しむ

読書センター的な機能について計画すること が重要である。

司書教諭(4) 、図書委員等が図書その他の資料の整理、修理等を行う ための空間を確保すること が望ましい。

資料(5) の展示、掲示等のための設備を設けること のできる空間を確保すること も有効である。

図書(6) を分散して配置する場合は、役割分担を明確にし、相互の連携に十分留意して計画すること が重要である。

※ 4［ 評価項目の例］
（ アウトプッ ト） 学校図書館を活用した授業の実施状況、学校図書館の開館状況、図書の貸出冊数等

（ アウトカム） 読書習慣の確立（ 不読率の低下、読書が好きな児童生徒の増加、学校図書館の利用者数） 等
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学校図書館にかかわる記述（抄）

第２の２の に(1) 示す言語能力の育成を図るため，各学校において必要な言語環境を整えるとともに，国語

科を要としつつ各教科等の特質に応じて，児童生徒( ）の言語活動を充実すること。あわせて，(7)に示すと

おり読書活動を充実すること。

学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業

改善に生かすとともに，児童の自主的，自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また，地域の図書館

や博物館，美術館，劇場，音楽堂等の施設の活用を積極的に図り，資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学

習活動を充実すること。

小低
言葉がもつよさを感じるとともに，楽しんで読書をし，国語を大切にして，思いや考えを伝え合おうとする

態度を養う。

小中
言葉がもつよさに気付くとともに，幅広く読書をし，国語を大切にして，思いや考えを伝え合おうとする態

度を養う。

小高
言葉がもつよさを認識するとともに，進んで読書をし，国語の大切さを自覚して，思いや考えを伝え合おう

とする態度を養う。

中1
言葉がもつ価値に気付くとともに，進んで読書をし，我が国の言語文化を大切にして，思いや考えを伝え合

おうとする態度を養う。

中2
言葉がもつ価値を認識するとともに，読書を生活に役立て，我が国の言語文化を大切にして，思いや考えを

伝え合おうとする態度を養う。

中3
言葉がもつ価値を認識するとともに，読書を通して自己を向上させ，我が国の言語文化に関わり，思いや考

えを伝え合おうとする態度を養う。

小低 ｴ読書に親しみ，いろいろな本があることを知ること。

小中 ｵ幅広く読書に親しみ，読書が，必要な知識や情報を得ることに役立つことに気付くこと。

小高 ｵ日常的に読書に親しみ，読書が，自分の考えを広げることに役立つことに気付くこと。

中1  ｵ読書が，知識や情報を得たり，自分の考えを広げたりすることに役立つことを理解すること。

中2  ｴ
本や文章などには，様々な立場や考え方が書かれていることを知り，自分の考えを広げたり深めたりする読

書に生かすこと。

中3  ｵ自分の生き方や社会との関わり方を支える読書の意義と効用について理解すること。

共通 C に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導するものとする。

小低
学校図書館などを利用し，図鑑や科学的なことについて書いた本などを読み，分かったことなどを説明する

活動。

小中 学校図書館などを利用し，事典や図鑑などから情報を得て，分かったことなどをまとめて説明する活動。

小高 学校図書館などを利用し，複数の本や新聞などを活用して，調べたり考えたりしたことを報告する活動。

中 学校図書館1 などを利用し，多様な情報を得て，考えたことなどを報告したり資料にまとめたりする活動。

中2
本や新聞，インターネットなどから集めた情報を活用し，出典を明らかにしながら，考えたことなどを説明

したり提案したりする活動。

中 実用的3 な文章を読み，実生活への生かし方を考える活動。

学年・教科等
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新学習指導要領（平成年29３月告示）における学校図書館にかかわる記述（抄）
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学校図書館にかかわる記述（抄）

小

第２の第１学年及び第２学年の内容の〔知識及び技能〕の のエ(3) ，第３学年及び第４学年，第５学年及び

第６学年の内容の〔知識及び技能〕の のオ(3) 及び各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読

むこと」に関する指導については，読書意欲を高め，日常生活において読書活動を活発に行うようにすると

ともに，他教科等の学習における読書の指導や学校図書館における指導との関連を考えて行うこと。

中

第２の第１学年及び第３学年の内容の〔知識及び技能〕の のオ(3) ，第２学年の内容の〔知識及び技能〕の

のエ(3) ，各学年の内容の〔思考力，判断力，表現力等〕の「Ｃ読むこと」に関する指導については，様々

な文章を読んで，自分の表現に役立てられるようにするとともに，他教科等における読書の指導や学校図書

館における指導との関連を考えて行うこと。

２
第２の内容の指導に当たっては，学校図書館などを目的をもって計画的に利用しその機能の活用を図るよう

にすること。

３
教材は，第２の各学年の目標及び内容に示す資質・能力を偏りなく養うことや読書に親しむ態度を育成する

ことをねらいとし，生徒の発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること。

小３

小４

小５

小６

地理 （省略）調査や諸資料から地理に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

歴史 （前略）諸資料から歴史に関する様々な情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

（前略）諸資料から現代の社会的事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能を身に付けるようにする。

小
学校図書館や公共図書館，コンピュータなどを活用して，情報の収集やまとめなどを行うようにすること。

また，全ての学年において，地図帳を活用すること。

情報の収集，処理や発表などに当たっては，学校図書館や地域の公共施設などを活用するとともに，コン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用し，指導に生かすことで，生徒が主体的に

調べ分かろうとして学習に取り組めるようにすること。その際，課題の追究や解決の見通しをもって生徒が

主体的に情報手段を活用できるようにするとともに，情報モラルの指導にも留意すること。

２

調査や諸資料から，社会的事象に関する様々な情報を効果的に収集し，読み取り，まとめる技能を身に付け

る学習活動を重視するとともに，作業的で具体的な体験を伴う学習の充実を図るようにすること。その際，

地図や年表を読んだり作成したり，現代社会の諸課題を捉え，多面的・多角的に考察，構想するに当たって

は，関連する新聞，読み物，統計その他の資料に平素から親しみ適切に活用したり，観察や調査などの過程

と結果を整理し報告書にまとめ，発表したりするなどの活動を取り入れるようにすること。

２

他教科等及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能力を相互に関連付け，学習や生活において生かし，

それらが総合的に働くようにすること。その際，言語能力，情報活用能力など全ての学習の基盤となる資

質・能力を重視すること。

２
第１章総則の第１の２の に(2) 示す道徳教育の目標に基づき，道徳科などとの関連を考慮しながら，第３章

特別の教科道徳の第２に示す内容について，総合的な学習の時間の特質に応じて適切な指導をすること。

小 ２
情報に関する学習を行う際には，探究的な学習に取り組むことを通して，情報を収集・整理・発信したり，

情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。（後略）

中
美

術
４
生徒が造形的な視点を豊かにもつことができるよう，生徒や学校の実態に応じて，学校図書館等における鑑

賞用図書，映像資料等の活用を図ること。

小
２

ウ

主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

学ぶことの意義や現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり，自主的に学習する場としての学

校図書館等を活用したりしながら，学習の見通しを立て，振り返ること。

中
２

ア

社会生活，職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり，自主的に学習する場としての学校図書館等を活用

したりしながら，学ぶことと働くことの意義を意識して学習の見通しを立て，振り返ること。

国

語

第

3

指

導

計

画

の

作

成

と

内

容

の

取

扱

い

特

別

活

動

学

級

活

動

第

3

指

導

計

画

の

作

成

と

内

容

の

取

扱

い

学年・教科等

共通
総

合

中

２

社

会

１

（前略）調査活動，地図帳や各種の具体的資料を通して，必要な情報を調べまとめる技能を身に付けるよう

にする。

（前略）地図帳や地球儀，統計などの各種の基礎的資料を通して，情報を適切に調べまとめる技能を身に付

けるようにする。

第

２

1

目

標

１

共通
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学校図書館図書標準

公立義務教育書学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準と して、平成５年３月に

文部科学省が定めたものである。

ア 小学校 イ 中学校

小中学校の学校図書館図書標準算定表

ア小学校 イ 中学校

A学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

3 ３， ５２０ 3 ５， ４４０

4 ４， ０４０ 4 ６， ０８０

5 ４， ５６０ 5 ６， ７２０

6 ５， ０８０ 6 ７， ３６０

7 ５， ５６０ 7 ７， ９２０

8 ６， ０４０ 8 ８， ４８０

9 ６， ５２０ 9 ９， ０４０

10 ７， ０００ 10 ９， ６００

11 ７， ４８０ 11 １０， １６０

12 ７， ９６０ 12 １０， ７２０

13 ８， ３６０ 13 １１， ２００

14 ８， ７６０ 14 １１， ６８０

15 ９， １６０ 15 １２， １６０

16 ９， ５６０ 16 １２， ６４０

17 ９， ９６０ 17 １３， １２０

18 １０， ３６０ 18 １３， ６００

19 １０， ５６０ 19 １３， ９２０

20 １０， ７６０ 20 １４， ２４０

21 １０， ９６０ 21 １４， ５６０

22 １１， １６０ 22 １４， ８８０

23 １１， ３６０ 23 １５， ２００

24 １１， ５６０ 24 １５， ５２０

25 １１， ７６０ 25 １５， ８４０

26 １１， ９６０ 26 １６， １６０

27 １２， １６０ 27 １６， ４８０

28 １２， ３６０ 28 １６， ８００

29 １２， ５６０ 29 １７， １２０

30 １２， ７６０ 30 １７， ４４０

学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

1 2,400 1～ 2 4,800 
2 3,000 3～ 6 4,800＋640×(学級数－2) 

3～ 6 3,000＋520×(学級数－2) 7～12 7,360＋560×(学級数－6) 
7～12 5,080＋480×(学級数－6) 13～18 10,720＋480×(学級数－12) 

13～18 7,960＋400×(学級数－6) 19～30 13,600＋320×(学級数－18) 
19～30 10,360＋200×(学級数－18) 31～ 17,440＋160×(学級数－30) 
31～ 12,760＋120×(学級数－30) 
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学校図書館図書廃棄規準

１９９３年１月１５日 制定

全国学校図書館協議会

学校図書館の設置目的は、教育課程の展開に寄与すると と もに、児童生徒の健全な教養を育成

すること にある。 この目的を達成するためには、児童生徒および教員の利用に役立つ適切な図書

館資料を質量と もに整備しておかなければならない。学校図書館の資料は図書資料をはじめ多種

多様な資料群にわたるが、 と り わけ図書資料は資料群の中核を成すものである。したがっ て、学

校図書館では、利用者の立場に立っ て適切で優れた図書の選択収集に努め、かつ常に蔵書の更新

を行う 必要がある。また、蔵書の管理には一貫性と統一性が保たれなければならない。蔵書の点

検評価に伴い図書を廃棄する場合には、個人的な見解によること なく 客観性のある成文化した規

準にもと づき行わなければならない。

この規準は、学校図書館において蔵書を点検評価し廃棄を行う 場合の拠り どころを定めたもの

である。

一般規準 次の各項のいずれかに該当する図書は廃棄の対象と する。

形態的1. にはまだ使用に耐えう るが、記述されている内容・ 資料・ 表記等が古く なり利用価値の

失われた図書。

新2. しい学説や理論が採用されていない図書で、史的資料と しても利用価値の失われた図書。

刊行後時間3. の経過と と もにカラー図版資料の変色が著しいため、誤っ た情報を提供すること が

明白になっ た図書。

利用頻度4. の著しく 低い複本で保存分を除いた図書。

種別規準 次の種別に属する図書は、一般規準に加えてそれぞれの種別ごと の各項に該当す

る場合、廃棄の対象とする。

百科事典1. ・ 専門事典

） 1 刊行後 年10 を経ているもので、補遺が刊行されていない図書。
ハンドブッ ク ・2. 要覧

） 1 新版が刊行され利用価値の失われた旧版図書。

伝記3.  
） 1 新資料の発見等により被伝者について評価が著しく 変わっ た図書。

地図帳4.  
） 1 刊行後 年5 を経ているもので、記載地名等に変化が生じた図書。
）  2 歴史地図帳は、刊行後 年10 を経ているもので、歴史学研究の成果がと り いれられていない図
書。

旅行案内書5.  
） 1 刊行後 年3 を経ているもので、現状にそぐ わなく なっ た図書。

地誌6.  
） 1 刊行後 年5 を経ているもので、現状にそぐ わなく なっ た図書。
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法律書7. ・ 法令書

） 1 刊行後 年3 を経ているもので、主要な法律・ 法令の改正により現状にそぐ わなく なっ た図
書。

人権関係書8.  
） 1 記述内容に人権擁護上問題であること が明らかと なっ た図書。

政党関係書9.  
） 1 刊行後 年3 を経ているもので、政党の現状を理解するのにそぐ わなく なっ た図書。
時事問題関係書10.  
） 1 刊行後 年3 を経ているもので、現状にそぐ わなく なっ た図書。
学習参考書11.  
） 1 刊行後 年3 を経ているもので、学習の現状にそぐ わなく なっ た図書。
） 「 2 学習指導要領」 準拠図書で、 「 学習指導要領」 の改訂により学習事項やその取り扱いが変

わっ た図書。

就職12. ・ 受験内容書

） 1 刊行後 年2 を経ているもので、現状にそぐ わなく なっ た図書。
技術書13. ・ 実験書

） 1 刊行後 年3 を経ているもので、技術・ 実験についての説明が古く なっ た図書。
）  2 記述内容に安全上問題であること が明らかと なっ た図書。

公害14. ・ 環境問題関係書

） 1 刊行後 年5 を経ているもので、最近の研究成果がと り いれられていない図書。
料理15. ・ 服飾関係書

） 1 刊行後 年3 を経ているもので、新しい素材・ 技術・ デザイン・ 流行等がと り いれられていな
い図書。

スポーツ16. 関係書

） 1 刊行後 年5 を経ているもので、新しい種目・ ルール・ 技術・ 用具等がと り いれられていない
図書。

辞典17.  
） 1 語義・ 語源・ 用例等の記述に重大な誤りが発見された図書。

翻訳書18. ・ 翻案書・ 抄訳書

） 1 刊行後に優れた翻訳書が出版された場合の旧翻訳書。

）  2 より完全な翻訳書が出版された場合の旧翻案書・ 旧抄訳書。

廃棄の対象と しない図書 次の図書は原則と して廃棄の対象と しない。

）  1 年鑑 ）2 白書 ）3 郷土資料 ）4 貴重書

  ≪運用上の留意事項≫
図書の廃棄にあたっ ては、校内に「 図書廃棄委員会」 を設置し組織的に対処する。各教科担

当教員の協力を求めるなどして、廃棄図書リ ストを作成して検討するなど慎重に行う こと が望ま

しい。

備品図書の廃棄は、学校設置者が定める条例・ 規則等にしたがっ て行う 。
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・ 授業公開を通し、「 児童につけたい力は何か」を共に考えることができ、どのような学び方を身につ

けたいかを大切にして授業に臨むようになった。

・ スキル表や単元配当表の見直しを行うことで、教職員の理解や意識が高まった。

・ 年間指導計画に従って、学級担任から学校図書館の活用の要望が増え、学校全体に図書館を活用し

た学習スタイルが根付いてきた。

・ 最初は不安の声が多かったが、教職員全員で実践を重ねることを通して、児童の情報活用能力を高

めるためには、図書館を活用する便利さを感じ、抵抗感も軽減し、何より、教職員の図書館活用に対

する関心が高まった。

・ 最初は、担任、司書教諭、学校司書が協働して行う授業を多く取り入れたが、次第に、担任のみで

も図書館を活用する授業が増えてきた。

・ 研修により、授業における図書館の活用や思考ツールへの理解が深まり、実践も増えた。

・ 担任が学校司書や司書教諭と連携することで、負担感が減り、個別の対応もできるようになったと

同時に、教科のねらい達成に迫ることができた。

・「 年間指導計画」や「 情報活用スキル系統表」 を見直し、図書館を活用した授業を計画的・ 積極的に

取り入れることで、児童に、調べ学習の過程で必要な情報活用スキルを、系統的に身に付けさせるこ

とができた。

・ 国語科で学んだ情報活用スキルを、他の教科で活用するようになった。

・ 学校司書や司書教諭と連携することのよさが認識され、積極的に活用するようになった。

・ 国語の「 話す・ 聞く 」 分野を大切にすることが、総合的な学習の時間に大きく繋がると実感。

・ 教員アンケートの、「 全体が同じ考えで図書館活用教育に取り組めた」「 授業づく りに、司書教諭や

学校司書が入ることで、情報リテラシーを伸ばすことにつながった」「 授業研究を通して、図書館活用

のよさを感じることができた」 の項目に対して、肯定的な回答が100%になった。

・ 様々 な教科で、学校図書館を活用した授業について、研究することができた。

 ・図書館活用の研修を通して、教職員に図書館を活用することのメリットが理解され、どの教科でも、

子どもたちの資質・ 能力の育成のために、図書館を授業で活用するようになった。

 ・ 小学校と中学校が連携することによって、同一の情報スキル体系表に基づき、9年間の見通しをも

って取り組むことができ、小学校での指導を中学校でも生かすことができた。

 ・「 図書館は調べる場所でもある」という意識が、児童の中に定着してきて、休憩時間に自主的に調べ

に来る姿が見られるようになった。

 ・ 思考ツールや付箋の使い方の指導も行ったことで、低学年も情報の整理がスムースにできた。

平成28・29年度学校図書館活用教育研究事業指定校の教職員の声

教職員の変容

児童・生徒の変容
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・ 必要な情報源を選択したり 、収集した情報をまと めたり する力が、児童についてきた。

・ 課題設定のための思考ツールの活用が有効かつ定着してきた。

・ おすすめの本のレベルの幅を広げたこと で、不読傾向の児童の読書意欲の向上につながっ た。

・ 4年生以上での調べ学習では、情報カードを使う よう にし、書き方が定着してきた。

・「 本、図書館が好き」「 調べる勉強が好き」「 調べたいテーマを自分で決められる」「 必要なこと を情

報カードに書ける」「 調べたこと から、必要なこと を選び、まと められる」 と 答えた児童の割合が、最

初7割前後だっ たのが、9割前後に増えた。

・ 児童の、調べ学習に対する意欲が増した。

・ 学年に応じた工夫により 、本や資料からの情報収集能力が身についてきた。

・ グループ活動で、付箋を用いた情報の可視化や操作化により 、思考を深めること ができた。

・ 収集した情報を、整理・ 分析し、まと めるためのツール（ 情報カードやチャートなど） を積極的に

活用するよう になっ た。

・ 思考ツールを活用すること で、高学年では、司会や記録、などの役割分担をし、児童だけで話し合

いができるよう になっ た。

・ 図書館活用教育のベースと なる読書指導にも力を入れた結果、進んで図書館に行く 児童が、前年度

より １４％増加した。

・ 情報活用スキルの指導が確実に実施でき、低学年から継続して取り組むよう にした結果、各教科で

の調べ学習が上手にできるよう になっ てきた。

・ 図書資料を使っ て調べること が日常的に行われ、上の学年になるにつれ、当たり 前のこと と してと

らえていて、意欲的に図書資料を使う 姿が多く みられるよう になっ た。

・ 図書館での授業を行う こと で、図書館への親しみを持つ生徒が増え、貸出増加にもつながっ ている

よう に感じる。

・ 学校司書が、必要な資料の取り寄せや他校と の情報交換をしてく れたので、スムースに調べ学習が

できた。

・学校司書の存在により 、本の選定の相談や資料収集ができるよう になり 、調べ学習が充実してきた。

・ 学校図書館を活用し、学校司書と の連携により 、深い学びにつながっ た。

・ 前年度の資料リ ストをもと に、学校司書と司書教諭、担任が、ねらいに迫れる図書であるかどう か

と いう 視点で見直すこと が増えたこと で、充実した資料リ ストが作成できた。

・ ICTの環境整備が不十分な中、調べ学習のための図書資料の選定や収集を充実させてく れた学校司

書の役割と存在は大きかっ た。

・ これまでの町探検で作成した地域資料の活用方法や、今後の学習につなげるための地域資料の作成

について検討すること ができた。

・ 読書指導にも力を入れ、多く の本と の出合いを持っ てもらう ため、並行読書用の図書のさらなる充

実を目指し、3者での話し合いの時間を多く 持てた。

学校司書との関わり
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実践事例、資料提供 協力校

平成26・ ２7年度、平成28・ 29年度

学校図書館活用教育研究事業指定校一覧

＜小学校＞ 出雲市立今市小学校

出雲市立西野小学校

出雲市立北陽小学校

雲南市立佐世小学校

大田市立五十猛小学校

大田市立大田小学校

大田市立仁摩小学校

隠岐の島町立西郷小学校

益田市立高津小学校

益田市立西益田小学校

松江市立意東小学校

松江市立竹矢小学校

松江市立法吉小学校

安来市立社日小学校

安来市立十神小学校

安来市立母里小学校 校          16  

＜中学校＞ 雲南市立加茂中学校

大田市立第二中学校

益田市立高津中学校

松江市立東出雲中学校

安来市立広瀬中学校 校5

（ 五十音順）
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